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設工認申請の概要

本申請は、原子炉冷却系統施設のうち一次冷却設備のうち1次ヘリウム循環機に係る
回転数制御装置の更新に関するものである。

原子炉冷却系統施設は、次の各設備から構成される。
(1) 一次冷却設備
(2) 二次冷却設備
(3) 非常用冷却設備
(4) その他の主要な事項

上記のうち、(1) 一次冷却設備は、次の各設備から構成される。
イ．ヘリウムガス
ロ．中間熱交換器
ハ．1次加圧水冷却器
ニ．1次ヘリウム循環機
ホ．1次ヘリウム配管(二重管)
ヘ．1次ヘリウム主配管(単管)
ト．主要弁

今回の申請範囲は、ニ．1次ヘリウム循環機の一部である周波数変換器に関するもの
である。なお、更新範囲は、周波数変換器のうちの回転数制御装置である。
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設計条件及び設計仕様（1/2）

原子炉の運転モードに応じた1次冷却材の循環流量を確保するため、1次ヘリウム循
環機の回転数を可変させることのできる周波数変換器を設ける。また、1次ヘリウム循環
機の回転数が異常に増大した場合には、1次ヘリウム循環機を停止させるインターロック
機能を設ける。

周波数変換器により、1次ヘリウム循環機の回転数を制御することで、1次冷却材の循
環流量を確保するとともに、1次ヘリウム循環機の回転数が異常に増大した場合には、
プロセス計装からの回転数高高(12,300rpm)信号により1次ヘリウム循環機を停止させ
るインターロック機能を設ける。 1次ヘリウム循環機の設計仕様を第3.2表に示す。本申
請の対象は、電動機の回転数制御を行う周波数変換器であり回転数制御範囲に変更
はない。また、循環機、電動機及びフィルタについては更新せず、既認可の設計仕様か
ら変更はなく本申請の対象外である。

【設計仕様】

【設計条件】

注釈）既認可(平成4年4月9日付)の設工認においては、p12の既設工認申請書に示すように設計仕様に周波数変換器の形
式の記載があったが、令和4年10月31日付で認可された2次ヘリウム循環機回転数制御装置の更新に係る設工認に
おいて、周波数変換器の形式を変更しても回転数制御範囲に変更はないことを理由に設計仕様から形式の記載を削
除している。このため、本申請においても、設計仕様に周波数変換器の形式は記載しない。
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設計条件及び設計仕様（2/2）
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周波数変換器は、ヘリウム循環機の回転数を可変させるための回転数制御装置とヘリウム循環機を制動停
止させるための遮断器から構成されており、1次ヘリウム循環機用に4台、2次ヘリウム循環機用に1台の合計5
台を有している。今回の更新は、1次ヘリウム循環機用の回転数制御装置を更新するものである。なお、2次ヘリ
ウム循環機回転数制御装置の更新については、令和4年10月31日付で設工認が認可され、令和5年3～4月に
現地更新工事を実施し、同年9月に使用前事業者検査に合格している。

周波数変換器の概要

更新対象

更新済
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①1次冷却材の循環機能（PS-3）
プラント制御装置からの回転数指令を元に、インバータ回路にて周波数並びに電圧を調整し、１次冷却材の循環流量
を確保する機能。

②原子炉冷却材圧力バウンダリの温度上昇の抑制機能（MS-3）
運転時の異常な過渡変化時並びに設計基準事故時において、燃料温度の上昇に伴う1次冷却材の温度上昇により、原子
炉冷却材圧力バウンダリを構成する原子炉圧力容器、主配管、伝熱管等が許容温度を超えないよう、規定時間内に1次
冷却材の循環を止める機能。具体的には、安全保護回路からの原子炉スクラム信号により、1次ヘリウム循環機の動力
電源を供給するための交流遮断器並びに制動停止を行うための直流遮断器を動作させる機能。

③過冷却による反応度添加の抑制機能（MS-3）
制御系の故障あるいは回転数制御装置の誤動作により、１次冷却材流量が異常に増大し、燃料の温度が低下すること
による反応度添加を防止する観点から、回転数の異常信号(回転数高高:12,300rpm)により、最大回転数を制限する
ためにインバータ回路を停止させる機能。

周波数変換器の機能（1/2）

構築物・系統・機器機能定義分類

1次ヘリウム循環機1次冷却材の循環
異常状態の起因事象となるもので
あって、PS-1、PS-2以外の構築物、
系統及び機器

PS-3

ヘリウム循環機の周波数変換器
（停止機能）

原子炉冷却材圧力バウンダリの温度
上昇の抑制

運転時の異常な過渡変化があっ
ても、MS-1、MS-2とあいまって、事

象を緩和する構築物、系統及び機
器

MS-3
ヘリウム循環機の周波数変換器
（最大回転数の制限機能）

過冷却による反応度添加の抑制

安全重要度分類表

周波数変換器は、回転数制御装置と直流遮断器及び交流遮断器から構成され、安全重要
度分類に係る機能としては、以下の①～③である。更新対象の回転数制御装置では、①及
び③の機能を担っており、②については、今回の更新対象ではない直流遮断器及び交流遮
断器が担っている。



6

周波数変換器の機能（2/2）

※１：更新する回転数制御装置は、更新済の2次ヘリ
ウム循環機回転数制御装置と同一品を使用する。

現在、主流となっているパワー半導体を用
いたIGBTインバータは、GTOサイリスタイ
ンバータと比べ、スイッチング速度が速く
駆動電力が小さい等の利点を有している。

※２：p５の安全重要度分類上の機能説明に示す番号
と整合。

※３：直流遮断器及び交流遮断器の動作に付随する信
号であり、原子炉冷却材圧力バウンダリの温度
上昇の抑制に寄与するものではない。

商用電源
(三相交流440V,50Hz)

周波数変換器

回転数制御装置（更新対象）※１

更新対象外

プラント制御装置

ヘリウム循環機

安全保護系以外の

プロセス計装

インバータ回路

（ＩＧＢＴインバータ）

回転数指令

安全保護回路

Ｍ

交流遮断器の開指令

直流遮断器の閉指令
（HGCの制動停止)

交流

遮断器

直流

遮断器
蓄電池

周波数・電圧を出力

（回転数指令に応じたV/F特性）

インバータ停止により

周波数・電圧を出力せず

（ヘリウム循環機停止）

回転数高高
信号の発信

制動停止
指令

インバータ

停止指令※３

① ※２

③ ※２

② ※２
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回転数制御装置の設置状況

左:中間熱交換機用(1台)、右:２次加圧水冷却器用(1台)
【設置場所：原子炉建家B3F(非管理区域) ヘリウム循環機回転数制御盤室】

１次加圧水冷却器用（3台）
【設置場所：原子炉建家B3F(非管理区域) 1次ヘリウム循環機変圧器室】

２次加圧水冷却器用 盤内機器配置状況

インバータ回路

耐震クラス：Ｃクラス
チャンネルベース及び据付ボルトは既設品を使用。
盤重量/高さ：既設盤 1,700kg/2,735mm

新設盤 1,600kg/2,600mm

インバータ回路

１次加圧水冷却器用 盤内機器配置状況
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回転数制御装置の設置場所

ＨＴＴＲ原子炉建家（地下３階）平面図

【1次ヘリウム循環機変圧器室】
１次加圧水冷却器用（3台）
※設置場所の変更なし

【ヘリウム循環機回転数制御盤室】
上:中間熱交換機用（1台）
下:２次加圧水冷却器用（1台）
※設置場所の変更なし
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工事フロー
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工事工程

令和7令和6年度

項目
ⅣⅢⅡⅠⅣⅢⅡⅠ

原子炉冷却系統施設のうち
1次ヘリウム循環機のうち
回転数制御装置

(1) 構造、強度及び漏えいの確認に係る検査
該当なし

(2) 機能及び性能の確認に係る検査
機：機能検査
性：性能検査

(3) 本申請に係る工事が本申請書に従って行われたものであることの確認に係る検査
適：適合性確認検査、品：品質マネジメントシステム検査(※1)
※1：品質マネジメント検査は、工事の状況等を踏まえ適切な時期で実施する。
注記1：検査時期は、工事計画の進捗により変更となる場合がある。

機、性、適※

資材入手・現地搬入・据付工事※

※令和7年度第1四半期中に開始し、令和7年度第3四半期中に完了
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使用前事業者検査項目

内 容検査項目

・プラント制御装置からの回転数指令（3,000～12,000rpm）に

相当する周波数及び電圧が回転数制御装置から出力できる

ことを確認する。

性能検査

・プロセス計装から回転数高高信号を回転数制御装置に入力

し、回転数制御装置から周波数及び電圧が出力されないこと

を確認する。

機能検査

注釈）直流遮断器及び交流遮断器の動作信号については、回転数制御装置から発信されるもの
ではないため、使用前事業者検査の対象外とする。また、遮断器の動作に付随するイン
バータの停止動作については、原子炉冷却材圧力バウンダリの温度上昇の抑制に係る担保
事項ではないため、事業者の品質マネジメントシステムに基づき確認を行うものとする。
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原子炉設置許可申請書との整合性について

申請する設工認申請書の設計仕様において、電動機の回転数制御範囲を定めており、原子炉
設置変更許可申請書の記載と整合している。

原子炉設置変更許可申請書（添付書類八）の記載 申請する設工認申請書の記載 既設工認申請書の記載

認可番号：4安(原規)第47号
認可日 ：平成4年4月9日

許可番号：原規規発第2311281号
許可日〇：令和5年11月28日

【原子炉設置変更許可申請書と既設工認申請書における中間熱交換器用電動機出力の記載の相違について】
既設の電動機出力は、既設工認にて260kWと記載されており、使用前検査（平成3年3月27日付3原研53第1号）を受検している。当初の

設置許可申請書（昭和63年7月27日付）には、電動機出力を190kWと記載しており、許可申請書と設工認の記載に相違が生じている。電動
機出力については、設置許可申請書の本文ではなく添付書類に記載されていることから、最終的な技術仕様を設工認にて明確化し、使用
前検査に合格している。なお、設置許可申請書の記載については、今後、設置許可申請の際に、既設工認の記載内容を反映し、適正化を
図る。
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技術基準規則との適合性に係る説明の必要性について（1/4）
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技術基準規則との適合性に係る説明の必要性について（2/4）
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技術基準規則との適合性に係る説明の必要性について（3/4）
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技術基準規則との適合性に係る説明の必要性について（4/4）
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技術基準規則との適合性（1/2）

(冷却設備等)

第二十八条 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げる設備が設けられていなければならない。
ただし、試験研究用等原子炉の安全を確保する上で支障がない場合にあっては、この限りでない。

一 原子炉容器内において発生した熱を除去することができる容量の冷却材その他の流体を循
環させる設備

（後略）

1次ヘリウム循環機回転数制御装置の更新においては、原子炉の運転モードに応じた1次冷却
材の循環流量を確保するため、1次ヘリウム循環機の回転数を可変させることのできる回転数制
御装置を設けることとしており、第1項第1号に適合する設計となっている。

【技術基準規則】

【適合性】
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技術基準規則との適合性（2/2）

(原子炉冷却材圧力バウンダリ)

第五十四条 原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器は、試験研究用等原子炉施設の損
壊又は故障に伴う衝撃、反応度の変化その他の要因による荷重の増加その他の原子炉冷却材
圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものでなければならない。

1次ヘリウム循環機回転数制御装置の更新においては、制御系の故障あるいは回転数制
御装置の誤動作により、1次ヘリウム循環機の回転数が上昇することで、１次冷却材流量が
異常に増大し、炉心の平均温度の低下により、正の反応度が添加され、原子炉冷却材圧力
バウンダリの温度が上昇する現象を抑制するための機能を確保する。具体的には、プロセス
計装からの回転数高高（12,300rpm）信号により1次ヘリウム循環機を停止させる機能を設け
ることとしている。従って、原子炉冷却材圧力バウンダリの温度上昇による原子炉冷却材圧力
バウンダリを構成する機器への影響はないことから、第1項に適合する設計となっている。

【技術基準規則】

【適合性】

注釈）回転数制御装置は、過冷却による反応度添加の抑制を目的とした、ヘリウム循環機の最大回転数
の制限機能が要求されていることから、適合対象条文とした。
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【参考】2次ヘリウム回転数制御装置の更新作業風景（1/2）

既設盤撤去後

既設盤撤去作業
（チェーンブロックによる盤の吊り上げ中）

既設のチャンネルベース
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【参考】2次ヘリウム回転数制御装置の更新作業風景（2/2）

新設盤搬入作業

新設盤設置後


